
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  宝くじの当選金と懸賞の賞金                

Ｑ：宝くじの当選金と懸賞の賞金とでは所

得税の取扱いが違うそうですが、どのように

なっているのですか？ 

                                              

Ａ：宝くじの当選金は非課税、懸賞の賞金

は一時所得になります。 

【解説】 

宝くじの当選金と懸賞の当選金、どちらも

当選金ということでは同じなのですが、所得

税では、次のように取扱いが違うこととなっ

ています。 

 ①宝くじの当選金 

  宝くじの当選金は、宝くじの法律「当せん

金付証票法」１３条により「当選金付証票

表の当選金品については、所得税を課さな

い」とされていることから、所得税では非

課税となっています。 

したがって、宝くじやロト６、ミニロトな

どの当選金には、所得税がかからないこと

となっています。 

 ②懸賞の賞金 

  一時所得とは、営利を目的とする継続的行

為から生じた所得以外の所得で、労務や役

務の対価としての性質や資産の譲渡による

対価としての性質を有しない一時の所得を

いい、懸賞や福引きの賞金品(業務に関して

受けるものを除きます)、競馬や競輪の払戻

金のようなものが該当するとされています。 

  したがって、懸賞金の賞金は一時所得とな

り、所得税の対象になることとなります。 
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